
1 
 

第５回京都市プール制検討委員会摘録 

 

日時：平成２１年１１月４日（水）１７時３０分～ 

場所：国際交流会館１階 第１・２会議室 

出席者：委員長 宮本義信，副委員長 木原克美， 

安保千秋，井上直樹，片岡滋夫，土江田雅史，山田尋志，山手重信，

山本 隆，油谷幸代，今井豊嗣        （敬称略：五十音順） 

※ 計１０名（欠席者：山本 隆） 

 

― 開会 ― 

○ 事務局 

ただいまから，第５回京都市プール制検討委員会を開始致します。 

本日は，御多忙の折，多数の御参集をいただきまして，誠にありがとうござ

います。司会を務めさせていただきます，保育課長の加藤でございます。どう

ぞよろしくお願い致します。 

本日は，委員 11 名中，山本委員が欠席で 10 名の出席となっておりますの 

で，「京都市プール制検討委員会設置要綱第４条」に基づきまして，本委員会が

成立しておりますことをご報告させていただきます。 

まず始めに資料の確認をお願い致します。お手元に「第５回京都市プール制

検討委員会 資料」及び「第５回京都市プール制検討委員会 参考資料集」が

ございますでしょうか。 

それでは，宮本委員長，議事の進行をお願い致します。 

 

○ 宮本委員長 

それでは，議事を進めて参りたいと思います。前回，第４回の委員会では，

民営保育園にお勤めの職員の方々の声としまして福祉保育労様，そして，保育

園をご利用されている保護者の方々の声としまして保護者会様から本委員会で

行っているプール制の見直しに関する御意見を頂戴致しました。 

様々な御意見・御指摘もあり，より幅広い観点からの検討ができるのではな

いかと考えております。 
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今回は，再びプール制見直しに関する議論を進めて参りたいと思います。ま

ず，前々回に資料要求のありました公営保育所に関するいくつかの資料につい

て議論致しまして，その後で第２回委員会で出された論点の残る大きな２つを

中心に議論を深めて参りたいと考えております。 

そして，第３に，油谷委員から提出のございました，「行政区保育士会及び会

員からの意見」について御紹介をいただくという流れで進めて参りたいと考え

ております。 

それでは，前々回に要求のありました公営保育所に関する資料につきまして，

事務局から説明をお願い致します。 

 

○ 事務局 

（公営保育所の資料について） 

それでは，お手元の「京都市プール制検討委員会 参考資料集」３ページ，

資料２をご覧ください。 

前々回，第３回の委員会におきまして，公営保育所における職員配置基準や

モデル年収についての資料をお示しいたしましたが，基準が細かいものであっ

たため，民営保育園と比較するなど，分かりやすく説明願いたいとのの御意見

がございました。 

そこで，それらの資料につきまして，順に説明致したいと存じます。 

職員配置基準の比較につきましては，今回，３つのモデルケースをもとに比

較を致しておりますが，その前に，公営保育所全体の職員配置状況について御

説明させていただきたいと思います。以下，所長及び作業員は含めておりませ

んので御了承ください。 

ご覧の資料の一番左側，「定数」の部分が，前にお示しした公営保育所配置基

準によりまして算出される職員定数を表しております。 

ここで大きく太枠で，その右側，特別保育を含めまして，正規職員，非正規

職員としている部分が，その定数に対します職員配置の状況を示しております。 

公営保育所におきましては，年度途中の入園が多いことが一つの特徴でござ

いますが，そのことに伴いまして，定数も順次増えていくこととなります。 

また，そうした定数の増加に加えまして，産休や育児休業による休暇・休業
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もあり，それらは，アルバイト職員を採用することで対応しております。とこ

ろが，採用が追いつかずに欠員が発生している状況でもございます。 

その結果，定数に対します非正規の割合は，約２１％となっております。 

次に，真ん中右側の太枠で囲みました“特別保育等対応”の部分につきまし

ては，延長保育・一時保育の実施等による短時間の非常勤職員を中心とした職

員配置につきまして示しております。これも含めた全体の非正規割合は，約２

７％となっております。 

５ページをご覧願います。 

ここからは，公営保育所の例をモデルケースと致しましてピックアップし，

公営保育所での職員配置とプール制を含めた民営保育園における職員配置を比

較形式でお示ししております。 

例と致しましては，定員６０人，９０人，１２０人の園，３つを例に挙げて

おります。 

例①について御説明を致します。定員６０人について御説明をさせていただ

きます。 

まず，上の箱書きには，前提条件となる，定員，児童数，特別保育等の状況

をお示ししております。 

この園では，定員が６０人，入所児童数が６８人と，また定員の弾力化を行

っており，うち特例保育対象児童が４８人となっております。 

また，延長保育の利用が２８人となっておりまして，障害児の受け入れにつ

きましては，職員０．６人相当児童が１人，０．２人相当児童が５人となって

おります。 

ここで，この職員０．６人相当児童とは，当該児童には，０．６人の保育士

配置が必要と認定している児童というようにご理解頂ければよろしいかと存じ

ます。 

下の箱書きには，公営保育所におきます算定例と民営保育園におきます算定

例を比較したものをお示ししております。まず，それぞれの算出方法につきま

して順に御説明致します。 

ページを進めていただき，８ページをご覧願います。 

例①における公営保育所の定数算出について詳細をお示ししております。 
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この算出式につきましては，前々回の資料に基づいておりますが，保育士に

関しましては，（１）基準数においては，入所児童数に応じて８．０人，（２）

特例保育加算においては，１．３人，（３）延長保育加配においては０．３人，

（４）休暇加配においては０．７人，（５）休憩加配においては１．０人，（６）

障害児加配においては１．６人，（７）主任保育士専任化加算においては１．０

人と算出され，この場合の保育士の定数は合計致しまして１４人となります。 

次のページをご覧ください。 

次に，調理員に関しましては，（１）基本配置において１．５人，（２）０歳

児加配において０．６人，（３）延長保育加配において０．１人，（４）休暇加

配において０．１人と算出され，この場合の調理員の定数は合計２人となりま

す。 

次のページをご覧願います。 

続きまして，プール制配置基準等の算定についてお示しをしております。 

まず，プール制に関する部分でございますが，算出方法につきましては，こ

れまで説明してきたとおりでございますが，保育士に関しましては，（１）在籍

年齢基準数においては６．７８人，休憩保育士対策数においては２人，特例保

育対策基準数において１．３２人，合わせて１０．１人と算定され，この場合

の保育士定数は９人，フリー経費定数が１人，ほか，保育士端数が０．１０と

なります。 

次に，調理員に関しましては，（１）共通基準数においては２人，（２）加配

基準数においては０人と算出され，調理員定数は２人となります。 

次のページをご覧ください。 

プール制のいわゆる“右表”である，運営改善費等の金額換算部分に関しま

しては，（１）運営改善費と，（２）端数換算相当額を合わせ，約３６０万円と

なります。 

その他と致しまして，プール制とは別に人件費として算出されるものとして，

（１）定員外児童に係る保育所運営費においては，民改費が１２％の区分と仮

定して，年額で約８４０万円，また（２）定員弾力化対策費においては，年額

で約９２万円となります。 

尚，この定員弾力化対策費は，プール制の対象とならない定員外入所児童に
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関する助成制度でございます。 

定員外入所児童に対します保育所運営費は，プール制とは関係なく，各保育

園に本市から直接支払われておりまして，その算定基礎は国基準の配置基準に

基づいております。 

そのため，定員外入所児童に対します国基準の配置基準を本市基準に改善す

るため，国と本市の配置基準で差がある部分の，すなわち通常保育においては

１歳児及び３歳児以上，また特例保育においては本市独自施策であることから

すべての歳児，において，アルバイト単価をもとにではございますが，国と本

市の配置基準の差を補完するための経費助成を行っているものでございます。 

次のページをご覧願います。 

（３）延長保育におきましては，利用者からの延長保育料を含めた額を人件

費相当額に換算して年額で約３６０万円，（４）障害児統合保育対策費において

は，公営保育所と民営保育園におきまして加配区分が異なる部分を標記のとお

り仮定致しますと，０．２人相当児童５人で常勤読み替え１人，そして単価加

配分で３：１が１人となり，単価加配部分において年額で約８８万円となりま

す。 

常勤読み替えといいますのは，３：１児童が３人，５：１児童が５人となっ

た場合に，単価加配によるのではなく，プール制給与格付職員相当額で措置す

る，すなわち，当該障害児を担当する職員のプール制の給与格付に相当する額

に読み替えを行うことでございます。 

そして，（５）主任保育士専任化加算におきましては，年額で約３８０万円，

（６）事務職員雇上費加算においては，年額で約６９万円となります。 

ここで，ページを戻っていただき，５ページの下の箱書きをご覧願います。 

先ほど，順にお示しいたしました，職員定数や金額換算部分を総括的にまと

めたものとなっております。 

まず，公営保育所の例として，左側の「定数」の部分に，先ほど算出した職

員の定数をお示ししており，それに対する職員配置をその右側にお示ししてお

ります。 

ここでは，定員が１６人に対しまして，１４人の正規職員と２人のアルバイ

トで対応をしており，延長保育対応として短時間職員が配置されていることを
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表しております。 

次に，民営保育園の例と致しまして，左側に職員数に関する部分，また右側

に金額換算等の部分を記載しております。 

これの見方と致しましては，民営保育園の例の部分，左側上から，プール制

における保育士定数９人，調理員定数２人，フリー経費定数１で計１２人，そ

れに障害児統合保育対策費で常勤読み替えとなった１人分を加えまして合計で

１３人が，職員数として算定される部分となります。 

次に右側には，金額で算定される部分を集約しており，その合計は約２，２

００万円となっております。 

ここで，平成２０年度におきます保育士その他プール制全体の平均人件費約

４９０万円です。２，２００万円を除しました約４．５人分を金額部分におい

て雇用することが可能であると仮定致しますと，先ほどの職員数合計１３人に

４．５人を加えまして，金額換算も含めた職員数は，１７．５人となります。 

この場合，公営保育所と比較いたしますと，定数部分では民営保育園の例の

方が職員配置で若干上回っており，特別保育対応の短時間職員部分を含めると

ほぼ同じという状況となります。 

次のページをご覧願います。 

算定例②につきましても，資料の算定方法は同じでございます。詳しい説明

は省略いたしますが，この場合におきましては，定数部分で公民ほぼ同じ程度，

特別保育対応の短時間職員部分で若干，公営が民営を上回っている状況でござ

います。 

次のページをご覧願います。 

算定例③につきましては，例②とほとんど同じで，定数部分では公民ほど同

じ程度となっております。 

こうして比較致しますと，公民でそれほどの格差がない状況ではなかろうか

と考えております。 

職員配置基準の比較につきましては，以上でございます。 

それでは，次のこの資料の２３ページの資料３をご覧願います。 

これまでの資料におきまして，公営保育所と民営保育園のモデル年収の比較

を行いましたが，公営保育所におけます諸手当についての御質問がございまし
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たので，一覧にまとめさせていただきました。 

一般的なものと致しましては，地域手当，扶養手当，通勤手当，住居手当，

そして退職手当が挙げられると思います。地域手当，扶養手当，通勤手当，住

居手当につきましては，国基準の保育所運営費の保育単価に含まれておりまし

て，その内通勤手当につきましては，本市単費援護費としての通勤手当助成も

加算していることから，ほぼ本市職員並まで改善している状況でございます。 

また，扶養手当及び住居手当につきましては，公営保育所におきます受給率

は，それぞれ３３％，また５９％となっております。 

そして，いわゆる特殊勤務手当として，社会福祉業務手当及び変則勤務手当

がございます。それぞれ入所者の保育業務に従事したとき，日額１３０円，特

例保育に従事したとき１回１５０円となっております。 

最後に，退職手当につきましては，平成２０年度の平均で，ご覧のとおりと

なっておりまして，民営保育園につきましては，独立行政法人福祉医療機構の

退職手当共済制度及び京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職給付金制度に

よりまして，国家公務員相当程度に改善されております。 

参考と致しまして，右側に記載しておりますのは，民営保育園に対する保育

所運営費，いわゆる保育単価の中に含まれると試算されますそれぞれの金額を

記載しております。 

実際に受給している職員がいるかどうかに関わらず，保育所運営費としては

各保育園に対し積算・支給されているものでございます。 

諸手当につきましては以上でございます。 

２５ページの資料４をご覧願います。 

こちらは，民営保育園の年齢構成を議論した際に，公営保育所に係るものに

つきまして資料要求があったものでございます。 

一番上に，公営保育所の年齢構成を記載しております。以下，民営保育園の

部分につきましては，第３回委員会の参考資料でお示ししたものと同じでござ

います。 

公営保育所の年齢構成につきましては，プール制の全体と比べますと，いわ

ゆるベテランの割合が比較的高く，民営保育園の中では，上位と中位の間に入

るような状況でございます。 



8 
 

これは，平成７年度から平成１１年度にかけまして，保育士の採用を行って

いなかった時期があることに加えまして，職員が公務員の長期勤続であるとい

う特性によるところなどが要因ではなかろうかと考えております。 

公営保育所の資料につきましては以上でございます。 

 

○ 宮本委員長 

ありがとうございました。配置基準・職員処遇・年代別職員割合に関する規

格の御説明をいただきました。これらの資料につきまして，委員の皆様から，

御質問がございましたらお願い致します。 

 

○ 片岡委員 

資料提出をお願い致しまして，丁寧に資料を提出していただきましてありが

とうございました。 

京都の保育園の公営と大きい差があまり存在していないということもわか

りまして安心しているところでございます。 

 

○ 宮本委員長 

他にいかがですか。特にございませんでしょうか。時間も制約されておりま 

すので，第２の課題であるプール制見直しに係る論点の議論に入っていきたい

と思います。事務局の方から資料の説明をよろしくお願い致します。 

 

○ 事務局 

（プール制見直しの論点③，④などについて） 

それでは，お手元の「京都市プール制検討委員会 資料」の１ページをご覧

願います。 

プール制見直しの論点としまして，これまで，①相互扶助及び②配分基準の

公平性について議論を進めていただきました。 

今回は，諮問書からの大きな論点③，④につきまして，御議論をいただきた

いと存じます。 

これまでの議論におきましては，大きな論点②配分基準の配分制の議論を行
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った際に，給与格付，いわゆる給料表が在職年数に応じて上がること，それに

基づくスキルについての論点がございました。 

そこでは，在職年数に応じまして給与格付が上がると保育に集中ができる。

そして，能力，スキルを評価することは大変難しいという側面があることを認

識しつつも， 

・ 単に在職年数が長いことと経験に基づいた高いスキルとは一概に一致し

ない 

・ また，職員の能力や園における役割に応じた評価，いわゆるキャリアパ

ス・キャリアラダーも検討するべきではないか。 

・ さらに，職員のやる気を喚起するような裁量的方策も必要ではないか。 

・ また，組織におけますバランスの取れた年齢構成の在り方につきまして

も，検討が必要でないか。 

というような，御意見がございました。 

 これらの論点につきましては，給与格付部分，プール制で言いますと，いわ

ゆる“左表”についてのものでございますが，こうした部分が固定的になるの

ではなく，各園におきます人事管理上におきましても一定の自由裁量範囲を設

けて，御意見があった課題に対応できるシステムの構築が取り入れられないか。 

 また，本市の民営保育園は，これまでから乳児保育や夜間保育などを，公営

保育所に対してはもとより，全国的にも先駆的に取り組まれるなど，意欲的に

様々な保育ニーズに応えようと努力をされてきました。 

そうしたことを踏まえますと，プール制においても，各保育園が創意工夫の

中で努力していることが一定反映されるといった，園のインセンティブを喚起

するような仕組みを検討し，京都の保育を牽引するような仕組みを構築するこ

とも必要なのではないか。 

これらは，運営改善費，プール制で申し上げますと，いわゆる“右表”の在

り方の議論になって参ります。 

 ここで，運営改善費の議論に入る前に，多様な保育ニーズへの対応状況とし

まして，本市保育施策とプール制の位置づけについて，ご確認をしておきたい

と存じます。 

 １の多様な保育ニーズへの対応状況についてでございます。 
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 以下は，民営保育園におきます多様な保育施策への対応状況についてまとめ

たものでございます。 

 “通常・特例保育”としている部分が，保育所機能の最も基本的なベースと

なるところであり，国が示す最低基準を充足するための保育所運営費によって

賄われております。 

 この保育所運営費そのものには，定員の内外についての特段の区別はありま

せんが，本市が国の最低基準以上に，職員の配置基準や給与水準を改善するに

当たっては，プール制と定員弾力化対策費との間で，一定の区別を行っており

ます。 

 その内，定員内児童に対します施策と致しましては，今回の委員会における

議論の直接の対象となっております“プール制”に対する財政支援がございま

す。 

 そして，定員を超えて児童を受け入れております，いわゆる，“定員弾力化”

を行っている園に対しまして，定員外入所児童に対する保育士の加配基準を本

市基準に引き上げるため，“定員弾力化対策費”を単費として助成しております。 

 これらが，基本的ベースの部分となり，これに様々な事業ごとの助成，順に

申し上げますと，障害児の受け入れに係る保育士加配である“障害児統合保育

対策費”，またいわゆる特別保育としての，“延長保育事業”，“一時保育事業”，

“休日保育事業”，障害児を受け入れるために必要な改修等を行う事業として

“障害児受入促進事業”，夜間保育に係る事業として“夜間保育推進事業”，“夜

間保育対策費”，地域子育て支援に係る事業として“地域子育て支援ステーショ

ン”事業がございます。 

 そして，現在，保育所ではなく医療機関のみにおいて，本市では乳幼児健康

支援デイサービス事業として行っている“病後児対応型保育”がございます。 

 こうした状況の中，プール制につきましては，定員内児童に係る通常・特例

保育に関し，職員の配置基準の改善や職員処遇の向上を図る制度ではございま

すが，他の制度と比べまして予算規模的には極めて大きい比重を占めておりま

す。 

 従いまして，プール制において，多様な保育ニーズに園の創意工夫で応えら

れる要素が増せば，多様な保育施策に対するインセンティブの喚起に繋がるの
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ではないかと考えております。 

 次のページをご覧願います。 

 保育施策に占めるプール制の比重が大きいことを御説明致しましたが，続い

て，２プール制における裁量について，（１）園の裁量や創意工夫を反映させる

部分としての運営改善費についてでございます。 

 運営改善費は，認定職員数や定員規模の区分により，労働条件改善費・運営

条件改善費・給食業務改善費として算定されまして，個々の職員の給与等とは

別に，園に配分されるものであり，裁量の余地が大きい部分でございます。 

 ここで，○基準の在り方についてに，＜現行基準＞をお示ししております。 

 これを見ていただきますと，労働条件改善費では，フリー経費定数を含めた

認定職員数をもとに，また次の運営条件改善費におきましては，定員規模をも

とに，そして，給食業務改善費においては，調理員加配や外部委託の状況をも

とに，それぞれ金額が算定されることとなっておりまして，前の２つは全保育

園に，給食業務改善費は要件を満たす保育園に適用されることとなっておりま

す。 

 このことからも，現行の基準は主に，施設規模（定員数），そして認定職員数

に着目しているものと言えます。 

 プール制が，通常保育と特例保育の範囲をカバーする制度であると致しまし

ても，施設の規模等だけでなく，もう少し幅広く，各園が行っておられます多

様な保育ニーズへの対応等を加味し，園のインセンティブを引き出す要素を取

り入れる検討を行っても良いのではないかと考えているところでございます。 

 次のページをご覧願います。 

 そうした要素の，あくまでも例としまして，いくつかの項目を挙げさせてい

ただきました。 

 第１に，産休明けの保育の実施についてです。 

第２に，障害児の受け入れ，例えば，通常の障害児加配において考慮できて

いない，特例保育分，延長保育分，一時保育分，休日保育分を考慮するなどで

ございます。 

第３に，アレルギー児対応等，例えば，除去食や代替食の対応状況。 

第４に，食育の推進，例えば，地産地消の取組，給食業務委託時の質の確保
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の体制など。 

第５に，専門職の採用，例えば看護師や管理栄養士を採用したり，保育士が

他の資格を取得するなどして，児童や保護者に対して専門性が高くきめ細やか

なサービスを提供するなど。 

第６に，言語や食文化が異なるなどの外国人児童の受け入れ。 

第７に，能力向上の取組，例えば研修参加率など。 

第８に，保護者に対する支援。 

第９に，第三者評価の受審。 

第１０に，先駆的取組の実践，例えば，保育に関する新たな試みや取組でプ

ール制の相互扶助の精神のもと推進するに値するものを連盟で認定し，一定の

加算を行うなどを想定しております。 

 第１１に，基本的保育サービスの着実な提供などでございます。 

 ここで，参考資料集の１ページ，資料１をご覧願います。 

 一例ではございますが，先ほどのインセンティブの要素として取り上げたも

ので，例えば産休明け保育の実施状況は，民営保育園全体で約５５％となって

おります。 

同じ０歳児の受け入れでも，月齢によって，その保育内容やかかる労力はか

なり異なりますので，そうした努力を評価する，また，産休明け保育を促進す

る意味でも，インセンティブの要素として取り入れることを検討しても良いの

ではないかと考えます。 

また，アレルギー児対応として，除去食・代替食対応を行っていただいてい

る保育園が多くございますが，その対象人数等によっても，やはりかかる労力

は異なって参ります。そうしたものを要素に取り入れることも検討の対象にな

るのではないかと考えます。 

資料の４ページにお戻りください。 

 加算のやり方も，例えば，児童数割りや定員割りなどの基礎的部分の上に，

様々な要素を加味するようなものなど，いろいろ方法が考えられます。 

 また，これらはプール制の枠内で行うものであるとすれば，様々な取組の事

業費としてではなく，プール制におけます傾斜配分の算定基準として取り入れ

ることになるものだと考えております。 
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この中で，基本的保育サービスの着実な提供につきましては，前回の委員会

におきましても保護者会様から問題提起がございましたが，土曜保育が一部完

全に実施されていない現状や，夏期・年度末始休園の課題など，基本的な保育

サービスの着実な提供に関して改善すべき点がある以上，本市が指導監査など

を通じて改善を図ることと並行して，プール制においても基本的な保育サービ

スを担保する仕組みを取り入れ，プール制に対する市民的理解を得る必要があ

るのではないでしょうか。 

インセンティブの要素は，様々なものがあると思います。委員の皆様が培っ

てこられた分野での経験等をもとに，議論をお願いしたいと存じます。 

次のページをご覧ください。 

最後に，論点整理の際にも挙がっておりましたが，プール制に関する説明責

任についての論点でございます。 

事業の仕組みや役割，資金の流れ・使途などに関して，これまでは必ずしも

情報がオープンではありませんでしたが，多額の税金が投入される事業として，

説明責任の確保が重要であることは，言うまでもございません。 

具体的にどのような項目で情報開示を行うことが必要かという点もご議論を

願う必要がございます。 

項目の例と致しましては， 

○ 連盟におけるプール制事業の予算書・決算書 

○ 各保育園に対するプール制配分金額 

○ また，プール制所要額積算内容 

例えば，認定職員数や運営改善費の積算内容などが挙げられるのではないか

と考えられます。 

また， 

○ 各保育園に対するプール制以外の本市単費援護費等明細も保育園に対す

る資金の流れを示す上では必要ではないかと考えております。 

情報提供の方法としては，ホームページなど，市民の皆様が手軽に簡単に情

報にアクセスできるものが中心となろうかと存じます。論点に関する資料につ

きましては以上でございます。  

 



14 
 

○宮本委員長 

ありがとうございました。説明責任につきましては，公共性或いは公益性・

公開性をいかに確保していくかに関する議論になるというふうに理解をしてお

ります。 

これらの資料につきまして，委員の皆様の方からご質問・ご意見等をお願い 

したいのですが，その前に，私の方から事務局のご提案について確認をさせて

いただきたいことがございます。 

第２回目の委員会で，現行では運営改善費を 11 億円というように伺ったかと 

思いますが，右表で要素（ファクター）を採用する際，プール制における傾斜

配分の算定基準として取り入れ，基本的な保育サービスの着実な提供を担保す

るというように理解させていただいたのですが，これでよろしいでしょうか。 

 

○ 事務局 

はい，委員長の理解のとおりでございます。 

 

○ 宮本委員長 

わかりました。それでは続きまして木原副委員長からお願い致します。 

 

○ 木原副委員長 

これまで論点２のところの議論をしてきて，今は論点３，４についてですが，

今の現場を見て，多様な保育ニーズの対応というのは，１つには，様々なニー

ズがあって，様々な形で応えざるを得ないです。 

保育園は社会的な資源でありますから，保育園の社会的役割というのを大変

強調しておりますので，このニーズは良くてこのニーズは駄目という訳にはい

かないというふうに思います。 

そういう意味では，地域でいろいろなニーズに対して，応えられる資源とし

て主力的なのは保育園だと思いますので，そういう仕組みをプール制で対応で

きるのであれば，私は大変嬉しいと思います。 

そうような仕組みに，まずどういうふうに工夫していけば良いかを考えてい

く必要があると思います。 
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それと関連してくるのが裁量についてですが，前回，組合の方から自由裁量

は危険だというような発言があったように思いますが，一定の使途制限がかな

り厳しく社会福祉法人にはございます。 

私の園の自由裁量制の取り組みについて申し上げますと，延長保育をしてお

りますので，7:00 から 19:00 までの 12 時間を，プール制の認定職員が 15 名・

非認定職員が 8名で勤務しており，時差が 10 通りになるようなローテーション

を組んでおります。 

子供にとって，非正規の保育士も正規の保育士も，１日接してくれる大人で

同じ保育士です。非正規の職員だから手を抜いているとかは言えないですから，

非正規の保育士達にもきちんと研修も受けて欲しいですし，我々の思いや保育

園のポリシーもしっかり知って欲しいと思いますが，実際はプール制認定と非

認定の格差は非常にあります。 

ですから，私はこれまで非認定職員の給料を時間給としておりましたが，本

年度から固定給として，プール制の認定職員の給料とほとんど同じものにしま

した。 

そうして，プール制の認定職員の給料を少し落とすことにしました。 

しかし，監査では指摘をされまして，説明をしますと，今のプール制のルー

ル上ではその裁量性は認められないという話になる訳ですが，一定，精算基準

であるという項目だけで，それによって園長の裁量でそういうふうにしていて，

今いる 23 名の保育士達は休暇も長時間勤務も含めて，正規も非正規もないので

すが，そういう形にしますと，どうしても左表も右表もしんどくなりますが，

私の裁量性ではそのようにしております。 

さらに地域に広がっていく時に，私は，できる限り地域の在宅の子供達とそ

の親達がすがるところがなく，専任の保育士をつけたいのですが，その余裕が

ありません。 

そういう意味ではさらに定数を増やしていただきたいですし，財源的な関係

があるのでできるかどうかは別としますが，Ｆ係数を元に戻して欲しいですし，

そのような形で定数を増やす必要があると感じております。 

一定限られた条件の中でしばられてしまうと，保育園が民営保育園の独自性

を発揮しようとしても，非常に制約がありますので，そういう裁量性というこ
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とについては，悪いことをするわけではないですから，社会福祉法人に関して

は，一定の厳しく使途制限があるわけですから，その範囲内でその園の予算を

活かしていくという意味では，私は裁量性が認められていくプール制であるべ

きだと思います。 

 

○ 宮本委員長 

ありがとうございました。関連して，或いはその他の事柄で何かございます

でしょうか。それでは，油谷委員，よろしくお願い致します。 

 

○ 油谷委員 

具体的な提案も出されております。今一度，委員長に確認をさせていただき

たいのですが，今までの議論も踏まえまして，この検討会は，保育の質を上げ

ていくための委員会として捉えさせていただいて間違いないでしょうか。 

 

○ 宮本委員長 

もちろん，検討会の軸はそこに置かれているということです。委員すべてが，

共通として認識しているところであると私は思っております。 

 

○ 油谷委員 

そして，守るべきものは，子供達の最善の利益であるというふうに思ってよ

ろしいでしょうか。 

 

○ 宮本委員長 

はい，その通りです。 

 

○ 油谷委員 

ありがとうございます。保育現場の職員が委員会の動向に，少し期待と不安

を感じています。 

保育者は生活者として子供の１番傍にいる人間モデルですので，１番前向き

に保育に従事していかなければなりませんので，ご確認させていただきました。  
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ここに上がっております自由裁量について考えました。現場の保育士として

多様なこのニーズにおいても，それから，正規・非正規の扱いにおいても，保

育の根本においては，何を守るべきか，私達が今，子供達に何を伝えていかな

ければいけないのかを考えました時に，自己肯定感というところに至りました。 

この検討会が始まりました時に，いつかの論点として皆様にお話をしたいと

思っていたのですが，自己肯定感は一言で言うのであれば，私は私のままでい

い，自分を好きになるという自尊感情です。 

先日，山本委員から，京都の子供ということでキーワードをいただきました。 

私達がプール制にこの40億円という市民の税金を使わせていただくのであれば，

我々の保育により京都の子供達がこのように育ってきて，今後こんなところを

育てていかなければならないのですよという，これはいわゆるプレゼンなのだ

と感じまして，納得して予算を立てていこうと思っていただかなければ，おっ

しゃるような説明責任も果たせないのかなというように感じました。 

現在まで，京都市の施策として京都では福祉に前向きに取り組んでこられて 

実践してこられたおかげで，京都の子供達が家庭や地域や社会に守られながら

育ってきたのだと思います。  

そして，それぞれの保育所で理念をかかげ，全国でも京都の保育は水準が高

いといわれる実践を先人の先生方が積み上げてこられました。 

しかし，今私達が現場で大変懸念しているのはこの自己肯定感です。京都の

子供から少し離れるのですが，中央教育審議会のデータでは，『自分に良いとこ

ろがあると思いますか。』という問いについて，『あると思います。』という回答

は，小・中学生で３割・４割ととても否定的な回答でした。 

国際的な子供の意識調査では，アメリカや韓国等の諸外国と比べて日本の子

供達は肯定的な回答をするものの割合が低いことが明らかになっています。 

ユニセフの行いました日本の子供の幸福度調査というものにおいても，学力

面では高いのですが，自信が持てないという結果が出ております。 

日本の子供は先進国でずば抜けて孤独感や疎外感が強く自尊感情が低いこと

が分かります。 

自分のことを大切にできない，自分のことを好きになれない人間がどうして 

他人のことを大切にしたり尊敬したりできるのか。 
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そして，大人になった時に他人と協力しながら助け合っていくとか，そうい

うことが果たしてできるのか，ということを今保育の現場におりましても大変

危惧致すところであります。 

また京都市教育委員会のデータに拠りますと，小中学生の長期欠席児童者は

年々増加しているところです。 

この自己肯定感は私の保育の経験で申しますと，保育園で過ごす０歳から６

歳，人として成長する中で，１番重要な土台の時期に，信頼できる大人とのか

かわりによって，人との絆，これは愛着と申しますが，この愛着が育ってこそ

子供達がこの先，生きていくために必ず必要な自尊感情や自己肯定感に繋がる

ものであると痛感しております。 

しかし，今，他者との関係性を築くことに生き辛さを感じている子供達が本

当に急増しているのも現状です。 

子供にとっては家庭が１番大切で，どんなに私達が心を尽くして保育をして

も親に代われるものではありません。 

しかし，就労をしている保護者は毎日本当に忙しくしておられて，子供とじ

っくり向き合う時間がないというのも私も経験しましたが，現実です。 

毎日保育園で，１０時間，１１時間，１２時間を過ごす子供達にその大切な

時間，保護者に代わって人として生きるために必要なことをじっくり伝えてい

くのは私達保育関係者の役目であると思っています。 

保育所の果たす役割は，保護者を巻き込みながら，子育てを保護者と共同で

おこなう，保育所は保護者の問題を引き受けながら，子供を軸に専門的に家庭

をサポートする，どんな子供に育てたいのか，どんな子供に育って欲しいのか，

保護者とともに考えファミリーを支えていく，ファミリーソーシャルワーク機

能を果たすのが，今求められている保育所なのだというふうに，今回の論議を

ずっと経過していく中で，強く感じています。 

保護者に代わって思春期，大人の壁が超えられるように０歳から６歳までし

っかり愛情を込めて育てること，保育所は決して在園中の間だけではなくて，

子供達が１人の大人になるまで姿を見通して保育をしています。 

人生の基盤・土台を作るこの大事な時期に最低でもこの配置基準を必ず守っ

ていただきたいです。これは子供の発達権利を保障するものするものだと思っ
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ていただきたいと思っております。 

今，子供達に手間や時間をかけないで，これがどうして京都の未来があるの

かと疑問に思う程です。 

保育の現場では，あなたは本当にかけがえのない大切な存在なのですよ，と

いうことを子供達に心から伝えていかなければならないと思っておりますし，

先ほど，木原委員がおっしゃったようにそれは在宅家庭の親子においても同じ

です。  

子育ては文化ですので，子供を産めば誰でも母親になれるというものではあ

りません。 

おしめを取り替えたり，あやすという行為を自分の産んだ子供で初めて体験

するという母親が全体の約 90 パーセントという時代ですので，保育所の果たす

役割は大変重要であるということです。 

最後に，新しく改定されました保育指針においても，この自己肯定感がベー

スにあるのだということをお伝えしたいと思います。 

この委員会に関わっていらっしゃる皆様が京都の未来のために，まず子供達

がどんな大人になってほしいのか，夢を語っていただいてそのためにプール制

がどうあるべきかを考えていただければ嬉しいと思います。 

子供が育つところにきちんと視点をおいて，制度があればいいかと思います。 

また職員も夢をもって，専門職として仕事ができるプール制であればいいとい

うふうに思います。具体的にお示しいただきましたので論点は保育士会の方に

持ち帰りたいと思います。以上です。 

 

○ 宮本委員長 

ありがとうございました。自己肯定感につきまして，これは子供のみならず

大人も当然必要です。 

ファミリーソーシャルワーク。これは家族を全体としてサポートしていくと

いうことで，これからの課題ではないかというように私は思っております。 

 

○ 山手委員 

先程，木原委員がおっしゃられましたように，全国的に保育園が非常に注目
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されて，地域に保育園が果たす役割がますます必要になってきております。  

その中で，多様な保育ニーズに対応する保育園での事業を実施する中で，正

職員・非正規職員が同じようにということですが，その企業努力をする中で，

確かに課題もでてきております。 

その中で行き過ぎた自由裁量は問題があると思いますが，職員のやる気をだ

すのも園長としての使命だと思います。 

今まではプール制の相互扶助の精神の中で，プール制の制度が実施されてき

ましたが，互助精神の中で自助努力も必要ではないかと考えております。 

お互いに努力する中で，個々の法人や個々の努力は配分面で少し評価される

ようなシステムを，時代とともに変えていく必要があるのではないかと私は考

えております。 

 

○ 宮本委員長 

ありがとうございました。 

 

○ 片岡委員 

プール制の説明責任というところで，このことは本当に大事なことだと思っ

ております。大きなお金をプール制にいただいて使っていく，その使い道につ

いて説明責任を果たすということは大切だと思います。 

特に，それと今保育現場で園長として困っていることは，年度途中の受け入

れが非常に多くなってきて，その時の職員の補充について困るという話をされ

ています。 

定員外入所で，すぐに人を増やす必要がある時に，ハローワーク等で求人を

しても集まらずに困っていると話を聞いています。 

また，ハローワーク等の求人に出している時給単価と，実際に応募してこら

れる方が望む時給単価とにかなりの差があり，困っており，その辺の改善が必

要だと思っています。 

それと，インセンティブが働くというところについても考えております。た

だ，この様々な事業をしていく時に，考え方というのをもう 1 度整理し直す必

要があると思います。 
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先程も子供の最善の利益というお話がありまして，保育園ですから，子供の

最善の努力とその親達のことをも含めて考えていく必要があるということを再

認識して議論を進めていかなければ，子供の利益・幸せということばかりを言

っていますと，その周辺のところで我慢せよという話になるかもしれません。 

でも，その親達のことを十分考えて様々なことをしていった上で，本当に親

達と子供達の素晴らしいものを作っていくということが大事なのではないかと

最近は考えております。 

 

○ 宮本委員長 

それでは，木原委員からお願い致します。 

 

○ 木原副委員長 

先ほど，自己肯定感の話で，保育の質に関わる話で，私は今そういう保育・

子育ての文化を意識的にこういう日本の状況になっていることについて，我々

は意識的に学んだりして理解をしておりますが，それを伝えて，保育園の子供

達はそういう姿勢で保育に関わってもらっているわけで，そうなってくると，

保育園の園児以外の子供達はほっといてもいいのかということになりますが，

当然在宅などで育てられている子供達の中でも虐待等の問題が起きております。 

これは，在園している子供の保護者達が，きちんと子供達が自己肯定感を得

るような子育てをしているかというと難しいところがあり，はっきり肯定でき

ないところがあるのですが，私が申し上げたいことは，自己肯定感は保育園だ

けでいい，というのでは駄目じゃないかと思っております。 

実は現在，国のレベルでの制度改正の話をしている中で，この議論をまさに

しておりまして，保育園に在園しているのは全体の３分の１くらいしかおらず，

幼稚園もありますが，残りの７割をどうするのかということを含めて，地域の

資源として保育園の役割を広げていかなければいけないと私は思います。 

それから，考えとしては福島大学の大宮先生のお言葉を引用させていただく

のですが，保育の質というものの１つ目は，日常の子供と接する過程（プロセ

ス），２つ目は定数だとか環境・広さだとかの保育条件，３つ目は労働条件，そ

の３つを大宮先生は挙げられております。 
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そうなっていくと，保育の質は，極端に言えば，制度条件が良くなれば良く

なるほど，それは必要十分になって十分条件ではなく，必要を十分にするため

には，日常のプロセスが大切になってきます。 

そこで，油谷委員がおっしゃられたような自己肯定感をどう育んでいくかと

いう，そういう姿勢を保育士が，山田先生がおっしゃられたような研修体系等

も含めて，そこまでは難しいと思いますがセットできれば１番いいと思ってお

ります。保育の質を上げる条件がプール制だと思います。  

 前回，保護者会が保育園の印象がバタバタしているということをおっしゃら

れており，朝と夕方の 10 分で判断されていたのだと思いますが，バタバタして

いたのであれば，自己肯定感は育めないと思います。 

先ほど丁寧な愛着関係とおっしゃいましたが，大人との関係を構成するとな

ると，非常に定数というのが大切なことだと思います。 

さらに，一定労働条件も当然必要になってくる訳ですが，そこは避けてはな

らないと思います。 

全国の市町村が 1800 あり，その内，職員加配をしているのは 16.8％という内

閣府のデータです。 

政令都市では，多い方から横浜で次に京都という順序で，確かに額は 40 億円

に削られたのですが，それでも他に比べればまだいい方ですから，この 40 億円

をいかに有効に活かして，保育条件を良くしていくことが保育の質につながっ

ていくというふうに思いますから，保育士会がおっしゃられたことも，きちん

と入れ込んでいかなければいけないと思います。 

 

○ 宮本委員長 

ありがとうございました。今，山田先生のお名前が出ておりましたので，山

田先生の方から，もしよろしければお願い致します。 

 

 

○ 山田委員 

第１回目の委員会では介護と比較してお話しをさせていただいたのですが，

介護の分野では介護保険が急激に利用者とサービス量が拡大しましたので，120
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万人の介護従事者が働いている中で，国家資格保持者は 30 万人で，残りの７割

強は国家資格がないという状況です。 

それから，その配置基準の問題ですが，保育におきましては京都市が国の基

準を上回っており，それを守っておられます。介護施設では配置基準が混乱し

ているために，頑張っているところ程，給料を低くせざるを得ないという状況

が起こりかねない状況があります。 

配置基準というのは施設の場合に，50 名の定員に対して，何名の職員といっ

た議論になるのですが，在宅の場合は夜間・早朝・深夜といったサービスがニ

ーズとしてあり，小規模多機能拠点の場合などその職員の配置が議論となりま

す。 

これはワークシェアを含めて，この業界の問題だけではないと思っておりま

すが，基本的に施設においてはその配置基準とケアの質の関係で，在宅におい

ては長時間や休日・夜間のニーズに応えようとした時に，どういう仕組みが必

要なのかということ，それが十分でないと頑張るほど損をしていくみたいなこ

とになりかねないのです。 

本当にこのニーズに応えたいという福祉の原点でもある思いで意欲的に頑張

るのですが，意欲に支えられる面に過度な期待をするしくみを続けると、様々

な意味で質を継続させる点において難しい問題が生じます。 

１つ目が介護の資格の問題，それから今言ったニーズに応えるというところ 

と，その制度をどう支えていくか，大変介護でも大きな課題になっています。 

職員の成長や，安心して就労できるという職員のニーズ，そして事業者が継 

続して安定して運営できるというニーズがありますけれども，ご利用になる方

に応じたニーズもあります。 

ただ，そのことを満たそうと思うと先程，言ったように１つのアンビバレン

ツな状況のリスクがあり，介護分野でもそういうことが起こります。 

それから，今の専門職で，標準的な給料のあり方についてです。 

介護分野ではそれが崩壊していったために，例えば今回報酬が３パーセント

アップしたとかいう話がありますが，非常に低い給料基準でやっているところ

については，報酬の増額を給料の増額に反映しやすい，或いは職員配置を低く

しているところは，配置を増加する財源にも使えます。要するに，極端ないい
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方をすると，頑張っていないところは対応し易いのですが，職員配置も給与も

頑張っているところについては，すでに赤字すれすれみたいなところでしてい

るようなことが，介護の世界では起こっています。 

そういう意味では，いわば専門職の標準的な給料のあり方，介護の分野では

大きな課題になっており，保育の分野においても，専門職として成長していく，

或いは組織内で責任が重くなっていく，ということと給料の関係が市民的視点

で見たら，バランスについての論点は残ると思っています。 

しかしそれにしても，保育士という専門的な職員の標準的な給料基準につい

ては，守るべきものとしてしっかりとした確立がされていないと介護の世界の

ように崩れていくというリスクがあると感じています。 

そこで，いろいろ私どもの業界と比較して申し上げておりますが，今日の資

料の２ページの真ん中にあるところについてお聞きしたいことがあります。 

通常保育が 8:30～17:00，そして，特例保育が早朝 1時間の 7:30～8:30 と 

夕方 1 時間の 17：00～18:00 で，これが特例の内容と書いてあるかと思います

が，京都市内に公営民営を含めて 250 ヶ園くらいあるという報告がありました

が，日曜日・祝日に保育を実施されている園は，何ヶ所あるのかということを

お聞きしたいです。 

また，日曜日・祝日に開園している保育所は，日曜日・祝日にご利用になる

場合と平日にご利用になる場合のご家族との費用の負担はそれぞれどうなるの

ですか。 

それから，18:00 を超えた長時間を見ていますと，夜間保育所が 11:00～22:00

ということですから，8:00～22:00 まで継続して預かっていただけるのかどうか，

18:00 を超えての延長保育についてどういう仕組みになっていて何ヶ園くらい

がされているのかということをお聞きしたいです。 

さらに５ページにあるその他の論点として，連盟におけるプール制事業の予

算書・決算書の情報開示についてですが，プール制の運営をしているところで

不正があったと新聞等で見たように思います。 

再度，プール制の事務的機能を果たしているところで，何が原因でどういう

不正があったのかということが，予算の開示と関連があるかと思いますので，

そのあたりのご説明も簡潔によろしくお願い致します。 
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○ 事務局 

それでは，説明をさせていただきます。不正の問題ですが，プール制に関し

まして不正があったということではございません。 

プール制以外の京都市の単費援護費の受け入れに関しまして，連盟と保育課

の方で適切な事務がされていなかったということです。 

休日保育の状況につきましては，市内で現在，民営保育所が３ヶ所，公営保

育所が１ヶ所の合計４ヶ所で実施しておりまして，保育時間は 7：30～18：00

まででございます。 

開所日は日曜日・祝日，年末の 12 月 29～30 日を休日保育としております。 

利用料につきましては，給料所得で多少軽減措置はございますが，基本は１

回あたり３歳未満で 2600 円，３歳以上で 1500 円となっております。 

昼間保育所の延長保育につきましては，18:00～19:00 でして，実態は 7:00 か

ら開いておりますので，京都市の方では，7:00～19:00 までの 12 時間が保育時

間です。 

夜間保育所につきましては，11:00 よりも前に２時間の延長保育を認めており

ますので，9:00 から 22:00 までですが，実態はそれを超えて各保育園が京都市

の補助を受けずに，自主的に延長時間を延ばしているケースもございます。 

延長保育の実施園は，現在，255 ヶ園中 175 ヶ所で約７割の保育園が延長保育

をしている状況でございます。 

 

○ 宮本委員長 

それでは，安保委員の方からよろしくお願い致します。 

○ 安保委員 

１つの京都市からの提案をいただいたのですが，この要素の面や様々な点に

ついては，もう少し細かく検討する必要があると思います。 

例えば，第３者評価を受けるにはお金がいる訳で，それを上回るものを要素

としてプラスしないといけませんし，その第３者評価は必要だから受けるので

すが，各園の労力とか様々な面で優先順位もあると思いますので，実際に役立

つ基準なのかということは現場の意見も聞く必要があるのではないかと思いま
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す。 

それから，子供達についての基本的な理念は，私も非常に関心のあるところ

ですのでしっかりと聞かせていただいたのですが，子供達自身が自己肯定感を

なかなか持てない環境にいるということもそうですし，子供達のお母様方に同

様のアンケートを取りますと，お母様方が子育てを楽しめないという状況があ

り，世界的に見ても子育てに対する喜び等が極端に低いのが現状です。 

問題なのは年齢が上がっていくに従い，子供達の自己肯定感が落ちていき，

母親の子育ての喜びとか，自分の子供が素晴らしいという感覚が落ちていくと

いうのが 1 番問題ですので，保育園で子供達に自己肯定感を持たせるような環

境作りに配慮することを市民に訴えるとすれば，保育園の実績を，保育園を離

れた後の子供達の状況もアピールしていくかというところが大きな要素かなと

思います。 

それであるならば，保育園連盟が作っているプール制の要綱の中では，基本

的に職員の待遇をきちんと改善して労働条件を守り，その上で保育関係を良く

するということが目的となっておりますが，究極の目的は何かということを明

確にして，例えば，子供の最善の利益を守ることとか，親の子育て支援をする

にはこれが必要だということを明確しないといけないですし，職員の待遇の改

善を最終目的にするような書き方だと市民の理解は得られないと思います。 

そして，保育理念を明確に打ち出して，連盟の運営や組織の透明性をきちん

と確保していく必要があるので，どういう組織なのか私もよく知らないのです

が，第３者の方をきちんといれていただくとか，公益法人の改革で社団法人を

どうされるかわかりませんが，そのためにも公益性を前面に押し出さないとい

けないと思います。 

プール制の問題の受け皿のところがどれだけしっかりとしているのかが１番

大切ですので，透明性の確保のためのいろいろな数値というのは，連盟の方か

ら，そして各園の方からこういうことができますという積極的なご意見をいた

だいた方がいいのではないかと思います。 

プール制を確保した，きちんと運営できるシステムにするのだ，という積極

的なご意見をいただく必要があるのではないかと思います。 
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○ 宮本委員長 

ありがとうございました。土江田委員，よろしくお願い致します。 

 

○ 土江田委員 

スケジュール的にプール制の論議ができるのは，今回が最後なのかなと思う

のですが，なかなか私も方向性がまとまらなく，全く違う分野からの意見を求

められておりますので，残された時間の中で結論を出したいと思います。 

 最初から申し上げているように，他の委員の方とは観点が違うのですが，京

都市の財政が悪化していることもありますので，１番必要なのは市民の理解を

得る制度であることだと思います。 

それから，今回いろいろな説明をしていただく中で，事務局の方には痛烈に

伝わっていると思いますが，行政の怠慢がかなり明確だと思います。 

京都市が出されるお金ですから，プール制も含めてきちんと行政としての責

任を果たすべきだったのに，それができてなく 40 年間，保育園連盟にお任せに

なったのは大きな誤りだと感じました。 

非常に言葉がきついかもしれませんが，この行政の怠慢さに保育園に携わる

方々以外の目が行き届かない制度になっていて，そういう意味で保育園も保育

士の方もある一定，安住されていた面があるのではないかという印象を受けま

した。 

これだけ大きなお金を市からなんらかの形で補助を受けておられる訳ですか

ら，まず園としてのプール制を廃止するかどうかですが，例えばごく初期にそ

ういう話がでていた時に，プール制を廃止するとベテランの保育士を切り捨て

るのではないかという議論があったと思うのですが，全然そんなことはないと

思います。 

ベテランは望まれておりニーズがありますので，ある一定のベテランの保育

士が保育園の中で確保されるべきであるというのが，我々外部の人間でもわか

りますし，それとプール制を廃止することで切り捨てになるというのは，全く

議論がかみあわないと思いますし，プール制を見直すこととは直接関わらない

のではないかという印象を受けました。 

それから，非常に疑問に思っていることなのですが，保育園だけがどうして
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公民格差を解消するためにこの制度ができたのか，例えば幼稚園ではこういう

制度がない訳ですから，保育園以外の京都市の事業の中でも公民格差がある事

業はたくさんあると思いますが，保育園だけがある意味守られてきた訳で，そ

の守られてきたのがいけないことだとは思いませんが，時代の流れの中で，市

民の理解を得る方向へ，より良い形に改善していただくために，今回の見直し

がいいきっかけになるのではと思います。 

それが廃止という結論でなくても，見直すというのはこれをきっかけにして

いただきたいと思っております。 

それを前提に諮問書の３つの検討事項が上がっておりますが，自由裁量と創

意工夫は，当初から感じていたことですが，このプール制自体の配分のしくみ

が，どちらかというと比較的規模の大きいところが，配分額が大きくなり，そ

ういう意味では新規参入がし難い配分の方法になっているのではないかという

危惧がありまして，新しい意欲のある保育園が創意工夫を持って保育をされる

という機会を奪っている面があるのではないかという疑問があります。 

それから，40 億円の予算を配分するような団体が，何も透明性なく外部のチ

ェックを受けることもなく存在することについては，見直しをしていき透明性

のある制度にしていただきたいと思います。以上でございます。 

 

○ 宮本委員長 

ありがとうございました。それでは，山手委員よろしくお願い致します。 

 

○ 山手委員 

当初，今までのお話を聞いておりますのは，プール制で当初 40 億円補助金を

いただいていたのですが，国の保育の施策の中で，乳児保育や障害児保育をよ

り積極的に新しい制度として進めております。 

それと合わせて延長保育も国の施策として進める中で，京都市がそれを国の

施策を受け入れて，民営保育園が多いですので，より積極的に受け入れて，補

助金をもらい実施園を増やすために，京都市でも，45 億円，今は 40 億円になっ

ておりますが，そういう経緯があります。 

保育については，今までの委員会でもでていたと思いますが，他都市に比べ
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て保育施策を実施しているのは，京都は保育精神としてのそういう位置づけで

民営保育園が支えてきたということだと思います。 

 

○ 宮本委員長 

それでは，井上委員よろしくお願い致します。 

 

○ 井上委員 

先生方の貴重なご意見を拝聴しながら，保育園を預かる園長として，役員と

して難しいと思う部分もあると感じております。 

山田委員がおっしゃっていたように，介護のように崩壊してしまうような職

員の給料体系になってしまわないように，我々が保育の世界を守っていかなけ

ればならないと思いますし，給料保障をしていただけるような方向でいきたい

と思います。 

自由裁量について非常に沢山の例を上げていただいております。 

民営保育園がすべてクリアしているということは言いにくい面があると我が園

を見ながら思いますが，しかしながら相当数，我々はこれに関してお応えして

いると思います。 

油谷委員がおっしゃっておりましたが，人がしている保育ですから，それに

対する人的保障をしていかなければなりません。 

木原委員がおっしゃっていたように，人数的にもしっかり確保したいです。 

山田委員がおっしゃっていたように，頑張っているにもかかわらず職員の給

料が下がるというような矛盾は避けたいです。 

できることならば職員配置を保障いただいて，その中でできる方法を我々の

中で模索していきたいと思います。 

このプール制は，やはり先輩諸氏の意見を聞いても，京都市と我々保育園連

盟がいっしょにやってきたものであり，保育園連盟が一方的に意見をして作ら

れたものではなくて，要綱には，京都市と協議して実施するものであるとはっ

きりと明記があり，連盟が京都市とともに，京都の保育を良くしていこうと運

営してきたものだと思っております。 

これを聞いていいのかわかりませんが，様々なことを京都市から連盟にご提
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案をいただいているのですが，40 億円という数値は確保していただけるのか，

もっと出すからもっと頑張ってくれとおっしゃっているのか，これ以上だせな

いから40億円でやってほしいと思っておられるのかということが疑問なのです

が，少しお話しを伺いたいと思います。 

 

○ 宮本委員長 

それでは，今井委員からお願い致します。 

 

○今井委員 

今日の論点に沿って述べさせていただきます。 

まず，プール制の根本的なところにさかのぼりますが，過去 40 年間プール制

を維持させてきたことですが，残念ながらそこに市民の目という意識がなかっ

たところが反省するべきところで，このような機会は初めてになるのではない

かと思います。 

このプール制につきましては，過去 40 年前から，民営保育園が資金を拠出さ

れて一定の配分ルールを作ってやってきました。 

その配分基準というのが，何回も説明をされておりますように，一律固定的・

確定的なものとしておりますが，すべてが悪いというものではなく，全園が一

定のレベルを確保できるという１つの仕組みではないかと思います。 

時代の流れの中で，大きな較差が各保育園で生じないように固定的にプール

制の配置基準に沿っていただければ，一定のレベルは確保できるのではないか

という安心感が行政にもあったと思います。 

ただ，40 年過ぎて時代が変化していく中で，現場レベルにおいて，もっと柔

軟的に対応していく仕組み・質が欲しいと，それが民間保育園の独自性を活か

していく拠りどころにもなっていきますし，こういったことをシステム上やっ

てもらいたいというのが当然でてきますし，市民ニーズもかなり多様化してい

く中で，固定的一律的なことをしていたのでは，こういった面に応じられない

というのが，時代が要請してきていることだと考えています。 

そこで，裁量の問題になっていくのですが，１つの踏み出しをしなければな

らないのかなと思います。 
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受託法人がどれだけ信用できるのか，ということが前提になってくると思い

ます。 

ただ，時代の流れにそって，各園を運営していただくということを前提に立

つならば，ある一定のところについてはお任せしていくというシステムも必要

ではないかと思います。 

もちろん，何をしてもいいという裁量は働かないですし，木原委員もおっし

ゃっておられましたが，一定の枠もありますし，監査で指摘されるわけですけ

れども，プール制の中で今後もがんじがらめにしていくというような，時代に

そっているのかなというのは疑問です。 

どれ程の裁量権を与えていくのかということについての議論が必要なのかと

考えております。 

もう１つ，市民の目線が今回入ったということの重みは結構あります。 

市民への目線を今後も継続していくには，説明責任（アカウンタビリティ）

をきちんと果たしていくことが必要で，市民が判断できる材料をきちんと情報

提供していくことが基本だと思っております。 

もちろん各保育園にとっては痛いところを出されるのは辛いところがあると

思いますが，市民に説明責任を果たすことになります。 

そのことで，行政に対する批判も出てくると思います。 

けれども，40 億円が市民の税金という前提に立つのであれば，ここできちん

と保育園の方々と協力しながら，そういった意味では，このアカウンタビリテ

ィをこれを好機として考えていく必要があるのかなというのが，私の考えです。 

 

 

○ 宮本委員長 

ありがとうございました。それでは，木原委員よろしくお願い致します。 

 

○ 木原副委員長 

先ほど，幼稚園との違いについてありましたが，いつも抜けてしまうのが，

保育園と幼稚園の違いです。 

我々保育園はインフルエンザで休園する訳にはいかないのですが，幼稚園は
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休んでいます。 

当然，我々も拡大を防止したいのですが，どこの違いかといいますと，公立

を含めまして子供達が２万５千人おり，その親達である５万人近くが働いてお

り，保育園というのは子育てだけでなく，親達の就労支援をしているのです。 

ですから，一定就労支援というのは，その地域の経済を支えている訳で，所

得税・住民税も払い，経済的メリットが随分高いのです。 

子育てに関する有名な調査ですが，ペリープリスクール研究といって，０歳

から 40 歳まで追跡調査を行って，０歳からいい保育を受けた子供達が 40 歳に

なった時の進学率や年収，逮捕歴等をだすと，圧倒的にいい保育を受けた方が

経済的には有利だというデータがあります。 

そういう意味で良質の保育は社会的利益がすごくありますので，幼稚園と比

べて多すぎるとは思わなくて，そういう子供達が丁寧に保育をされるという環

境が非常に必要だと思います。 

子供達が丁寧に保育をされる環境が大切で，京都の財産になっていくという

ことが，検討会の中でも一言入っていて欲しいと思いました。 

 

○ 宮本委員長 

ありがとうございました。それでは山田委員の方からお願い致します。 

 

○ 山田委員 

先程，説明させていただきました中で，職員の配置或いはご利用者のニーズ

に応えるところに頑張れば，給料が下がり損をするというような表現をしまし

たが，そのことについて補足をさせていただきます。  

今井委員がおっしゃった，要するに一定の水準を維持するというおっしゃり

方，これは護送船団方式と言われる，船の一番遅れるところである最後尾の部

分を，ある一定以上の水準に保つという意味で大変大きな役割を果たしていま

す。 

それが固定的・確一的になると，今度は先頭を走る部分を抑制する機能が起

こるというのが一般的だと思います。 

そういう意味では，京都市行政が予算を組んで計画的に行なわれる福祉，そ
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して，一方では，介護保険のように，市場商品のようなイメージに拠る様々な

問題が起こり始めている，いわゆる政治行政における福祉と市場に委ねた場合

の福祉といずれも失敗があると言われています。 

そういう意味では福祉現場でのニーズに応えながら，時代はどんどん変わり

ますので，先頭を走る部分を支援するような仕組みなしには，時代のニーズに

応えきれないだろうと思います。 

ただ制度が整っていないので先頭を走る部分というのは，給料の問題など問

題がでてきます。そこで補足をしたかったのはしんどいけれど、時代のニーズ

に応えているというやりがいを、私たちは持っているし、持たなければならな

いということです。 

 

○ 宮本委員長 

ありがとうございました。委員のお話をお伺いしておりまして，私の方から

感想を２点お話させていただきたいと思います。 

第１点は市民の側の理解，そのために説明責任を果たしていくということで

すが，これはすごく大事なことでありまして，情報を開示してそれで終わりと

いうことではないのです。 

義務履行の責任，それは子供の最善の利益であり，この約束をきちんと実現

すること，そのための責任能力が問われていて，アカウンタビリティとはレス

ポンシビリティに連動する，表裏一体にあるということを改めて確認しなけれ

ばいけないと思います。 

もう１点は，要素（ファクター）で，この議論には当然コストの観点が含ま

れていると思うのです。費用対効果とでも言ったらいいのでしょうか。 

限られた財源をどう投入していくのか。最優先の課題は何なのか，今後答申

をまとめていく上で，この議論は避けては通れないというように改めて思って

おります。 

 

では最後に油谷委員の方から資料提供をいただいております。京都市保育士

会における行政区保育士会及び会からご意見を承っているということでござい

ます。それではご説明をよろしくお願い致します。 
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○ 油谷委員 

行政区の保育士会と保育指針に関する意見が届きました。京都市の保育士会

が確認をして，理事会で承認されています。お目通しいただきたいと思います。 

今までお話をさせていただく中で，保育は現場で行われていることですので，

是非，保育の現場を皆様に見ていただきたいというお話をしましたところ，今

度，皆様に保育園の現場を見ていただけるということです。 

熱心に保育をされている皆様でございます。 

どうぞ，保育園で子供達に何を伝えていて，そして配慮がどのようにされて

いるのかということをしっかりと見ていただきたいと思います。 

早速に意見を酌んでいただきましてありがとうございます。以上です。 

 

○ 宮本委員長 

ありがとうございました。 

この資料５の 27 ページの行政区保育士会とありますが，これは行政区すべて

ということですか。 

 

○ 油谷委員 

いいえ。すべてではありません。 

 

○ 宮本委員長 

 では，土江田委員，よろしくお願い致します。 

 

○土江田委員 

 私もすべて目を通させていただきましたが，そこにも多く書いてあることで

すが，プール制を維持することとその処遇を堅持すること，或いは子供達の処

遇もですが，これが常に一体だとお考えの方が非常に多いとのことですが，私

はこれは京都市がしてもできることだと思いますので，そのことは保育士の結

構多くの意見かと感じました。 
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○ 宮本委員長 

地域新聞の発行『赤ちゃん会』や行事などに取り組む，或いは母親を対象と

した講演会実施等々，これは現状として，きちんと報酬として評価はされてい

るのですか。 

 

○ 事務局 

こういう地域に対する取り組みに関しましては，地域子育てステーション事

業で一部の保育園には年間僅かですが助成をしておりますけれども，その対象

となっていない保育園に対しては京都市の支援としては不十分でございます。  

ただし，改定された保育指針では，各保育園・地域への指針に取り組みなさ

い，というふうに変わってきておりますので，従来より，取り組みをするとい

うような位置付けができたのかなと思います。 

 

○ 宮本委員長 

それでは，委員の先生方，ゆっくりとお読みいただき，再検討していただく

ということでよろしいでしょうか。では，以上を待ちまして，第５回プール制

検討委員会の議題は終了させていただいます。 

次回以降につきまして，油谷委員から提案がありました，また前回の意見聴

取の中にも上がっておりますが，保育園の現地実施調査・視察という言葉も使

えるのかなと思いますが，11 月 20 日（金）に右京区のゆりかご保育園を訪問さ

せていただくことになりました。 

これを第６回の委員会と致したいと考えております。そこでは保育の状況，

給食の体制，職員の勤務・処遇或いは保護者対応・子育て支援等々，現場にお

ける課題を検討すべく意欲的に臨んでいきたいと考えております。 

引き続く，第７回の委員会におきましては，11 月 30 日（月）午前 10 時から

みやこめっせで，プール制の論点に関する議論のまとめに入っていきたいと考

えております。 

尚，委員の皆様の方から，次回の委員会に提出を希望する資料がございまし

たら，次回委員会開催の１週間前までに事務局へご送付いただきますようよろ

しくお願い致します。 
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それでは，以上をもちまして第５回のプール制検討委員会を終了させていた

だきます。ありがとうございました。 

 

 

― 了 ― 


